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伴走型小規模事業者支援事業

坂東市
創業支援事業費
補助金

申請対応講座

10万円
詳細は裏面をご確認ください➡
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そんなアナタの
悩みを解決!

参加費
無料坂東市商工会主催：坂東市商工会

後援：坂東市
協力：日本政策金融公庫土浦支店
　　　茨城県事業承継・引継ぎ支援センター
　　　常陽銀行・筑波銀行・茨城県信用組合
　　　結城信用金庫（順不同）

茨城県坂東市岩井 3230-1
TEL. 0297-35-3317　FAX. 0297-35-3321
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9/24火
18：30～20：30

スタートスタート
坂東市の
未来を担う
創業を支援！

補助率1/2
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ばんどう創業スクール 2024

お名前
電話番号

フリガナ

（〒　　　　-　　　　　）

携帯番号

ご住所

ばんどう創業スクール２０２４受講 のお申込み・お問い合わせは下記へどうぞ

※ご記入いただきました、個人情報は坂東市商工会が適切に保管し、本セミナーのみに利用します。

お電話でお気軽にお申込みいただけます
Tel： 0297-35-3317

氏名・住所・電話番号をご記入下さい
Fax ：0297-35-3321

いさ下入記ごを 号番話電・所住・ 名氏
E-mail: info@bando.or.jp

【会  場】 坂東市商工会 2階 会議室　
【定  員】 20名（先着順）

坂東市岩井3230-1ばんどう創業スクール 2024

ご
年
齢

カリキュラム

第1回
9月24日火
18：30～20：30

経営

テーマ 「夢を実現するビジネスプラン」
◦創業の心構え
◦なぜビジネスプランが必要なのか
◦ビジネスプラン作成のポイント

中小企業診断士
遠藤 陽介

第2回
10月1日火
18：30～20：30

販路開拓
テーマ 「マーケティング戦略」
◦経営に必要な「マーケティング」の知識
◦マーケティングの知識の活かし方

中小企業診断士
遠藤 陽介

第3回
10月8日火
18：30～20：30

財務

◦開業時に必要な届け出について
◦勘定科目について
◦経理処理について
◦ 所得税、法人税、消費税、決算書、確定申告書の作成

について

公認会計士・税理士
松野 浩之

第4回
10月15日火
18：30～20：30

経営
財務

◦ 後継者人材バンクの概要について 
（起業時のM&Aの活用について）

茨城県事業承継・
引継ぎ支援センター　
担当者

◦融資のポイントと創業計画書について 日本政策金融公庫
土浦支店　担当者

◦ 県制度融資（創業支援融資・女性若者障害者創業 
支援融資）について

坂東市商工会　
経営指導員

第5回
10月22日火
18：30～20：30

人材育成
◦創業初期に知っておきたい労務管理の基礎知識
◦人材の雇用と育成

社会保険労務士　
野本 康浩

第6回
10月29日火
18：30～20：30

経営

テーマ 「ビジネスプランの作成」
◦ビジネスプラン作成ワーク
◦創業期に活用可能な補助制度
◦ビジネスプランの伝え方

中小企業診断士　
遠藤 陽介

坂東市創業支援事業費補助金とは？
 制度の目的
市内における創業の促進及び地域経済の活性化を目的として、坂東市内において個人事業主もしくは法人の代表者として 
創業した方または創業を予定している方に対し、創業に要する経費の一部を補助するものです。
※予算の範囲内での補助となりますので，申込状況によっては、年度途中で補助を終了する場合もあります。

 助成申請者の資格

要件

坂東市創業支援事業による支援を受けた後、市が認定する証明書の交付を受けた方又はその予定の方

市内において年度内に創業した方又は創業を予定している方

市税等を滞納していない方

 対象となる経費
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までに、個人事業主として開業又は法人を設立した際にかかる以下の経費の 
うち、市内に住所又は事務所を有する業者に支払ったもの（最低 5 万円以上）

対象経費

創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

法人設立時の登記に要する経費

事務所等新築（増改築）工事費

事務所等の賃貸料（駐車場代）

備品購入費

試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費

マーケティング調査費

広告宣伝費

※対象経費は消費税抜きの金額となります。

 補助金の額

補助対象経費（※消費税を除く） 補助金額

5 万円以上 20 万円未満  補助対象経費の 1/2 以内（1,000 円未満切り捨て）

20 万円以上 10 万円（限度額）


